
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事務所便り 12月号      

◆交際費課税の現状 

 現在の交際費課税は以下のようになっていま

す。 

(1) 大前提として１人 5,000 円以下の飲食等につ

いては、交際費としなくてもよい。 

(2) 資本金が 1 億円以下である法人は、交際費の

50％を損金に算入するか、800 万円までを損金に

算入するかのどちらかを認める。 

(3) 資本金が 1 億円を超える法人は、交際費の

50％を損金に算入することを認める。 

(4) 資本金が 100億円を超える法人は交際費の損

金算入は一切認めない。 

 何をもって交際費とするかは諸説ありますが国

税局は以下のように言っています。 

「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人

が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある

者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これら

に類する行為」 

◆企業は交際費をどれくらい使っているの 

 国税局の最新（平成 30 年）の統計情報によれ

ば、1 億円以下の法人は、1 社平均 90 万円弱です。

それに対し 1 億円超の法人は 1 社平均 1,000 万円

強です。全額否認される 100 億円超の法人は 1 社

平均 1 億 500 万円です。全体の数字では圧倒的に

数の多い 1 億円以下の法人が多いですが、1 社当

たりで見るとかなりの開きがあります。 

 1 億円以下の法人は 800 万円までの損金算入で

十分かと思われますが、1 億円超の企業は交際費

の損金算入が認められれば、もっと交際費は増え

ると思われます。 

 

◆コロナで飲食店は大打撃 

 ご存知のように、コロナ騒ぎで飲食業界は大き

く売上げを落とし大打撃を被っております。特に

接待を伴う飲食店の打撃は大きなものがありま

す。 

 景気が良くなるとはお金が実体経済でたくさん

循環することです。 

 本来交際費の損金不算入制度は、政策的な制度

です。景気の動向を見て数年に一度は限度額や制

度そのものを変更してきました。Go To Eatも結

構ですが、この際交際費の損金不算入制度の見直

しをしてもよいのではないかと思われます。 

 

 

 

 交際費の損金不算入制度  

令和 2 年 12 月 18 日 

いつもお世話になっております。 

年末に向けご多忙のことと存じますが 

健康にお気をつけてお過ごしください。 



 

◆「扶養内で働く」とは 

 共働きの世帯では、夫・妻ともに正社員のフ

ルタイマーで働いているケースもあれば、片方

が会社員としてフルタイムの勤務をし、片方が

パートやアルバイト等の短時間労働をしながら

家事や育児、介護等を担っているケースもあり

ます。 

ところで、会社員やアルバイト・パートの勤

務経験がある方ならば、夫や妻の扶養控除を受

けてパート等で働く際に「扶養内で働く」とい

う言葉を耳にしたことがあるでしょう。 

 これは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働

く」という意味で、収入が一定額を超えると税

金や社会保険料の負担が発生し家計全体の手取

り額が減ることがあるため、その一定額以下の

収入となるよう勤務時間や収入を調整して働く

ことを指しています。 

◆税金の「壁」、社会保険の「壁」 

 扶養控除には、「税制上の扶養」と「社会保険

上の扶養」の 2 つがあります。 

 税金や保険料が発生する一定収入のラインを

年収の「壁」と呼ぶことがあります。 

 年収が 103 万円を超えると、税制上の扶養か

ら外れて、超えた額に対する所得税を自分で納

める義務が発生します。 

また、従業員が 501 人以上の会社で働く人は

年収 106 万円、500 人以下の会社では年収 130

万円以上になると、社会保険上の扶養から外れ

て、健康保険料や年金保険料を負担する必要が

出てきます。ただし、社会保険の加入には条件

があり、年収で被扶養者から外れても、労働 

時間が短い等の理由で自分の職場の厚生年金と

健康保険に加入できない場合は、国民年金と国

民健康保険に加入することになります。 

◆「壁」を超えても損しない収入のラインは 

 では、配偶者控除の「壁」を超えて勤務をす

るとしたら、具体的にはどのくらいの収入なら

ば税金や社会保険料を支払ってでも勤務をした

ほうが、家計全体の収入が増加するのでしょう

か。 

 結果的には 130 万円の収入を超えて、自分で

社会保険料や年金保険料を払い、所得税や住民

税の負担もあると考えると、目安として 180 万

円以上働かないと、家計の手取りは減ってしま

いそうです。 

 ただ、保険料の負担は大きくとも、会社の社

会保険と厚生年金に加入できれば将来受け取る

年金が増え、病気で休職した際に健康保険の傷

病手当金の給付、会社を辞めても雇用保険の失

業給付が受け取れるなど大きなメリットもあり

ます。 

 

 

田 坂 税 理 士 事 務 所 

http://www.tasaka-tax.com/ 

 

 

～人生の役に立たない雑学 vol.92～ 

 

 扶養の「壁」を超えた時、目指す収入額と使える制度  

チャットボットとは？

「チャット（会話）」と「ロ

ボット」を組み合わせた

言葉で、自動的に会話を

行うプログラムのこと 


